
  

 

平成２７年１０月１５日  

九 州 地 方 整 備 局  

武 雄 河 川 事 務 所  

 

 

 

六角川水系・松浦川水系の「河川協力団体」を募集します！ 

 

 

○ 河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を

行う民間団体等を河川協力団体に指定することにより、河川管理者と連携して活

動する団体として法律上位置づけ、自発的な活動を促進し、河川管理者である国

土交通省と河川協力団体の方々と協働で、地域に親しまれ、愛される「魅力ある

いい川」をつくるためのものです。平成 27 年度は、河川協力団体制度の指定とし

て、以下により募集いたします。 

 

○ 募集期間：平成２７年１０月１５日（木）～平成２７年１１月３０日（月） 

 

○ 募集要項：下記の武雄河川事務所ホームページをご覧ください。 

      http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/about_office/boshu_oshirase/oshirase_08.html 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 

電話：0954-23-5151（代表） 

0954-23-7933（調査課直通） 

   技術副所長 石橋 浩 

         山本 佳久 

   建設専門官 興梠 逸郎 
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